
業務委託仕様書 

 
１．業務名    下水汚泥等放射性物質測定業務委託 
 
２． 業務の目的  本業務は、下水処理工程で発生した脱水汚泥等に含まれる放射性物質の 

測定を行うものである。 

 
３．委託期間   令和８年度（契約日から令和９年３月３１日まで） 

 
４． 委託場所   原町第一下水処理場 
           南相馬市原町区錦町３－１２０ 

 
５． 委託業務内容 
（１）測定対象：脱水汚泥および沈砂 
（２）測定項目：放射性ヨウ素１３１、放射性セシウム１３４および１３７ 
（３）測定方法：平成４年改定 文部科学省「放射能測定法シリーズ７ ゲルマニウム半導体検出器によ

るガンマ線スペクトロメトリー」 

（４）採取方法：試料採取は市が行い、指定した月日に検体を原町第一下水処理場へ受け取りに来ること。  

（測定後の脱水汚泥等はその時に返却すること。） 
（５）測定頻度：原町検体：１４検体／月×１２ヶ月＝１６８検体／年程度（２４回／年受取） 
   （検体数） 鹿島検体： ３検体／月×１２ヶ月＝ ３６検体／年程度（２４回／年受取） 
        小高検体： ２検体／月×１２ヶ月＝ ２４検体／年程度（２４回／年受取） 
        農業集落排水処理施設(放流水)：１検体／年×３ヶ所＝３検体／年（適時実施） 

        年間合計：            ２３１検体 
     ※異常発生時等、状況により測定検体数がこれより増加変動する可能性有。 
     ※原町・鹿島・小高は毎月２回同日受取となる。（試料は原町第一下水処理場に保管している） 
（６）測定結果報告：・放射性物質測定後、１検体ごとに測定結果報告書を作成し、速報として 

まずそれをＦＡＸで送信、１週間程度で原本を提出すること。 
・測定結果報告書は、検出下限値（１５Bq/kg とする）・試料名・試料採取日・試

料受取日・測定日・報告日等を記載して１枚にまとめ、それを２部作成するこ

と。 

 
６．入札金額  ： １検体あたりの測定単価を入札書に記載すること。（単価契約のため） 

 
７．その他 

 ・気象状況等不測の事態により測定を行えない場合は、両者協議のうえ行うこと。 
・本仕様書に明示されていない事項については、両者協議のうえ定めること。 

 
８．環境への配慮 
   南相馬市の環境マネジメント活動について理解、協力し、南相馬市環境配慮指針集に基づき、環境に 

配慮した活動を行うものとする。 


